
 

「子育てサポート企業」の証 

くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん＋プラス認定 
 

 

 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標

を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働

大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。さらに、くるみん認定等を受けた企業が、より高い

水準の取組を行い一定の基準を満たした場合、申請を行うことによって優良な「子育てサポート企業」とし

て、厚生労働大臣の特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができます。加えて、令和４年４月１日

からくるみん認定・プラチナくるみん認定の基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設さ

れました。また、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」に

プラスして認定（プラス認定）し、企業の取組を推進しています。 

令和７年９月末現在、全国で５３５７社がくるみん認定を取得しております。また、７８６社がプラチナく

るみん認定を取得しており、うち９１社がプラチナくるみんプラス認定を取得しています。 

 

 

 

 令和７年４月１日からくるみんの認定基準とくるみんマークが改正されました。改

正されたマークは、令和７年４月１日以降に認定申請し、改正された基準を全て満た

しているとして認定決定された場合に付与されます。星の数は、これまで認定を受

けた回数を表しています。 

 

 

 

 プラチナくるみん認定を受けると、くるみん認定、トライくるみん認定と同様に、プ

ラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などにつけることができ、子育てサポ

ート企業であることのＰＲ効果がさらに高まります。プラチナくるみんマークは、12

色使用できます。 

 

 

 

 認定を受けると、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定にプラ

スマークを追加して、商品、広告、求人広告などにつけることができ、子育てサポート

企業であることにプラスして、不妊治療と仕事との両立をサポートする企業である

こともＰＲできます。 

 

             厚生労働省運営 「両立支援のひろば」 

      一般事業主行動計画を公表する「一般事業主 行動計画公表サイト」、企業や労働者向けのお役立ち情報など、 

各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。 
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